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○他団体等からの推薦に基づいて大臣が委員等を任命する例

１
Ｎ
画
Ｉ

番号 会議体等 根拠法
推薦
人数

候補者ネ
ガチェッ
ク

実質的
選考

差し戻
し・拒

否有無
有無

差し戻し・拒否
有無(逐条解説）

1 年金積立金管理運
用独立行政法人
(委員長及び委
員）

○年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第白血号ノ
(抄）
（役員）
第六条管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委
員長及び委員八人以内を置く。
2． 3 （略）
（役員の任命）
第七条の二理事長は、通則法第二十条第一項の規定にかかわらず、
経済、金融、資産運用、経営管理その他の管理運用法人の業務に関
連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、
厚生労働大臣が任命する。
2委員長及び委員は、通則法第二十条第四項の規定にか力
前項に規定する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
３
４

5

罰わらず、

鑿謹難鱗識瀧謹る

表

＝

bq

喜号雲嘉挙血
するものとする｡

（役員の欠格条項の特例）
､第九条管理運用法人の役員（委員長及び委員に限る｡）の欠格に関
する通則法第二十二条の規定の適用については、同条中「非常勤の
者」とあるのは、 「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」
とする。
2通則法第二十二条（前項の規定により読み替えて適用する場合を
含む｡）に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、
役員となることができない。
一銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業
（これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む｡）を行う者
（以下｢金融事業者」という｡）であって管理運用法人と取引上密
焼か采ll雲關係か右する＊､の叉はこれらの者が法人であるときは

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる 0

欠格条項
等への該
当有無に
ついて厚

生労働省
で実施し
ている 0

関係団体
(連合､経
団連）

※法律上

はこの2

団体に限
定してい

ないが、

運用とし

てこの2

団体から
推薦を受

けてい

る 0

なし 逐条解説がない
ため、回答不可。
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ｌ
ゞ
②
Ｉ

－

▲

その役員（いかなる名称によるかを問わず、これ,と|司等以上の職
権又は支配力を有する者を含む｡）
金融事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、こ
れと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む｡）

○独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号), （抄）
（役員の欠格条項）
第二十二条政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は
役員となることができない。

、

ｂ

ｆ

ｊ

2 日本銀行（理事及
ぴ参与）

○日本銀行法（平成九年法律第八十九号） （抄）
(設置）
第十四条 日本銀行に､政策委員会(以下この章及び次章において｢委
員会」 という｡）を置く。
（役員）
第二十一条日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一
人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置

第
4

く 0

(役員の任命）
一

L

る
塞菱型参塾豊篁奎塑盤墜基迦工』麩匡腿迩一
⑪

5～6 （略）

寸
ー

（役員の身分保障）
第二十五条日本銀行の役員（理事を除く｡）は､第二十三条第六項後
段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除く
ほか、在任中、その意に反して解任されることがない。
一

一

一

破産手続開始の決定を受けたとき。
この法律の規定により処罰されたとき。

三禁鋼（こ）以上の刑に処せられたとき。
四心身の故障のため職務を執行することができないと委員会（監
事にあっては､委員会及び内閣）により認められたとき。
2 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合の
いずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならな

q

い O
前項の相常に上るほか．揮事については、財務大臣は、委員会か

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる ◎

日本銀行
の政策委
員会から
推薦され
た者につ
いて､必要

に応じて
財務省で
実施して
いる。

政策委員
会

過去5
年間で
はなし 0

逐条解説がない
ため、回答不可。
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らその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任す
ることができる。

3 技術士試験委員 O技術士法（昭和五十八年法律第二十五号） （抄）

第二十九条文部科学大臣が自ら試験事務の全部又は－部を行う場
合には、技術士試験委員（次項から第五項までにおいて｢試験委員」
という｡）に、技術士試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2 （略）
3試験委員は 、 技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行につい
て必要な学識経験のある者のうちから、

薦に基づき、文部科学大臣が任命する．
4． 5 (略）

、

科学技術・学術審議会の推

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる 0

特段実施
していな

い。

科学技術・
学術審議
会でとり
まとめ

ここ数
年はな
し 0

（※局
長専決
事項）

逐条解説がない
ため、回答不可。

4 土地鑑定委員会
(試験委員）

O不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号）
(抄）
(試験委員）
第四十七条不動産鑑定士試験の問題の作成及び採点を行なわせる
ため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。
2試験委員は_、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づ
き、国土交通大臣が任金する．
3 （略）

○国土交通省設置法（平成十一年法律第百号） （抄）
第六条 （略）
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交
通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上棚に
掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律（これらに基づ
く命令を含む｡）の定めるところによる．

｜ （略） ｜ （略） ’

名称 法律

(略） (略）
土地&監定委員会 地価公示法（昭和四十四年法律第四十九号）

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる 0

鑑定
会で

定前

土交
で実
てい

土地

委員
の決
に国
通省
施し

る。

土地鑑定
委員会

なし。
(※官
房長專

決事項）

逐条解説はある
が、特筆すべき
記載なし。

5 日本ユネスコ国内
委員会（委員）

○ユネスコ活動に関する法律（昭和二十七年法律第二百七号） （抄）
(設置）
第五条ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユ
ネスコ活動に関する助言､企画､連絡及び調査のための機関として、
文部科学省に、 日本ユネスコ国内委員会（以下「国内委員会」とい
や

つ 0）を置く。
(委員の任命）
第九条委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる 0

推薦前に
文部科学
省で実施
している。
推薦後に
も実施す
ることも

ある 0

委
の
経
委
承

考小
会で
接を
､国内
会で
□

選
員
面
て
員
認

人事案
件のた
め、回答
不可。

逐条解説がない
ため、回答不可。
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以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大

窪峯雲壼識鶏姦鶏篠寄鶚曇会
のにつき、内閣の承認を経て、
一
一

△

一

人
一

一
一

,《工

る者については第

命するものとする。
佳薦されたも

判･苔ｼ壬計剰.堂訓壬鋤乃7R-ｳｲﾚ壬渤(力墓_4Wg･緋かイト三豊j－ス妾

教育、科学及び文化的普及に関する諸領域を代表する者
一グ人
－

三
一
四
一
五
六
七
一

地域的なユネスコ活動の領域を代表する者

学識経験者 七人 。
－

-'一
一

一・人
－

衆議院議員のうちから衆議院の指名'した者四人
参議院議員のうちから参議院の指名した者三人
政府の職員四人
(略）
(委員の解任）

－

十
－

十
－

第十一条文部科学大臣は、委員が､次の各号のいずれかに該当する
場合には、その意に反してこれを解任することができる。
一

一
一

破産の宣告を受けた場合
禁鋼以上の刑に処せられた場合
三心身の故障のため職務の執行ができず､又は職務上の義務違反
その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた
場合
2前項第三号の場合における解任については、文部科学大臣は、あ
らかじめ内閣の承認を経なければならない．
(小委員会）
第十三条国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員
会、選考小委員会及び専門小委員会を置く｡
2 （略）
3選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補
者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。
4～6 （略）

から：
一

6 司法試験委員会
(司法試験考査委
員及び予備試験考
査委員）

○司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号） （抄）
(司法試験委員会の設置及び所掌事務）
第十二条法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」
という｡）を置く。
2． 3 （略）
(司法試験考査委員等）

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる ⑥

司法試験
委員会で
の決定前
に実施し
ている。

司法試験

委員会及
び選定部
会

(※選定

ここ数
年はな
し

逐条解説がない
ため、回答不可。
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１
吋
①
－

弟十血朱委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合
格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験にお
ける問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法
試験予備試験考査委員（以下この条及び次条において「予備試験考
査委員」 という｡）を置く。
2

ゴ曼鐸鶚壽寧菫…
ら、法務大臣が
3 （略）

試験ごとに任命_する。

、 委員会の
を有する者

唯I 薦に基
－

のうち力 。

司
委
下

部会は
法試験

員会の
部組織）

7 中央労働委員会
(使用者委員及び
労働者委員）

U労働組合法(M筒和二十四年法律第百七十四号) (抄）
（中央労働委員会）

第十九条の二国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二一卜号）第三
条第二項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働
委員会を置く。
2．3 （略）
(中央労働委員会の委員の任命等）
第十九条の三中央労働委員会は､使用者委員、労働者委員及び公益
委員各十五人をもって組織する。
○
倉

は 鍔辮讓暴耀鴦霧2灘澤昔豐事
第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第
二項第二号及び第十九条の十第一項において同じ｡）の推薦）垈基

三器ま禦謡鶉謡鶏鐸鶴穐購議皇阜豐雑
律第二百五十七号）第二条第二号に規定する職員（以下この章にお
いて「行政執行法人職員」という｡）が結成し、又は加入する労働組
合の推薦）に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び
労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されてい

寸
一

る者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命
3～5 （略）

する ｡

6 中央労働委員会の委員（次条から第十九条の九までにおいて単に
「委員」という｡）は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち二人
以内は、常勤とすることができる。
（委員の欠格条項）

第十九条の四禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、
又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることがで
きない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができ

任命に必要
な人数以上
が推薦され
ている。

厚生労働
省で実施
している。

内閣総理
大臣

なし 逐条解説によれ
ば、使用者委員
及び労働者委員
について、推薦
された候補者の
うちだれを委員
に任命するか
は、内閣総理大
臣の広範な裁量
に委ねられたも
のというべきで
あり、その任命
の当否について
内閣総理大臣の
政治的責任が問
われることがあ

っても、裁量権
の濫用ないし逸
脱があるとして
民事法上の違法
の問題が生じる
余地はないもの

と解されてい
る ⑥
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垂

－
凶
Ｊ
１

一

一

凸

ない。
国会又は地方公共団体の議会の議員
行政執行法人の役員、行政執行法人職員又は行政執行法人職員が
結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員

8 日本工業標準調査
会（委員）

○工業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号） （抄）
第三条経済産業省に日本工業標準調査会（以下「調査会」という｡）
を置く。
2 （略）
第四条調査会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、
_L､経済産業大臣が任命する
3 （略）

、

関係各大臣の推薦によ

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる ｡

推薦の前
に実施し
ている 0

推薦する
大臣の省
庁

なし 逐条解説はある
が、特筆すべき
記載なし。

9 公認会計士・監査

審査会(試験委員）
○公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号） （抄）
(設置）
第三十五条金融庁に、公認会計士・監査審査会（以下「審査会」 と
いう｡）を置く。
2 （略）
(試験委員）
第三十八条審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わ

2

せるため、試験委員を置く。

試験委員は､前項の試験を行うについて必要な学識経験を有女曼
者のうちから、試験の執行ごとに､審査会の推薦に基づき_､画閻縫
理大臣が任命し、その試験が終わったときは退任する。
3 （略）

任命に必要
な人数のみ
推薦されて
いる ⑪

初任命と
なる委員
について

は､審査会
決定前に
実施して
いる。

公認会計
士･監査審
査会

なし 逐条解説がない
ため、回答不可。


